
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 
（１）佐世保市北部商工会の管轄地区と自然状況 

 ・当会の管轄地区（以下、当会地区）は佐世保市吉

井町、世知原町、小佐々町である。吉井町と世知

原町は隣接しているが、小佐々町が飛び地となっ

ている。 

 ・世知原町と吉井町には2級河川である佐々川（流

路延長・流域面積いずれも長崎県内で2位）があ

り、佐々町と小佐々町の境まで流れている。 

 ・世知原町東部の国見山は佐世保市で最も高い山で

あり、佐々川は国見山麓西側を源流としており、

佐々川の支流も複数ある。国見山麓・椋呂路峠と

板山間の谷に流れる佐々川沿いに町が広がって

いる。 

 ・吉井町は牧ノ岳と五蔵岳間に佐々川が流れ川沿いに町が広がっている。また、松浦市との境

にある高法知岳から福井川が流れており、佐々川へつながっている。 

 ・小佐々町は冷水岳や大野岳などを背として、九十九島の海に面している。 

 

（２）地域の災害リスク 

 ①洪水 

 ・当市の洪水ハザードマップによると当会地区では吉井町地区（立石、樋口、橋川内、御橋、

岩谷口、春日地区）世知原地区（笥瀬、栗迎地区）、小佐々地区（新田、黒石地区）で佐々

川が氾濫し、建物被害や床上浸水の可能性がある。 

 ・佐世保市地域防災計画（令和7年2月修正）では、河川浸水危険箇所として、佐々川（世知原

町・吉井町）、北川内川・路木場川・鍋田川（世知原町）、福井川・直谷川・高峰川（吉井町）、

竹田川・小佐々川・上矢岳川・つづら川（小佐々町）が掲載されている。 

 

 ②土砂災害 

・当市の土砂災害ハザードマップ（令和７年５月２９日佐世保市 HP 公開）には下記の当会地

区における土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が掲載されている。 

吉井地区・・・吉井町福井、吉井町直谷、吉井町梶木場、吉井町立石、吉井町前岳、吉井町春

明、吉井町踊瀬、吉井町田原、吉井町乙石尾、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町上吉田、

吉井町高峰、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町下原、吉井町草ノ尾、吉井町吉元 

世知原地区・・・世知原町岩谷口、世知原町太田、世知原町長田代、世知原町笥瀬、世知原町

栗迎、世知原町矢椻、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町赤木場、世知原町中通、

世知原町槍巻、世知原町上野原、世知原町開作、世知原町西ノ岳 

小佐々地区・・・小佐々町矢岳、小佐々町楠泊、小佐々町平原、小佐々町岳ノ木場、小佐々町

西川内、小佐々町臼ノ浦、小佐々町田原、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町葛籠 

山に囲まれている世知原町を中心に、豪雨時には土砂災害が発生する可能性がある。 

・佐世保市地域防災計画では、土石流発生の恐れがある区域として、小田川・前原川・上岩谷

川・上岩谷川支流・井手ノ元川支流（世知原町）、岩ノ下川（吉井町）、大石川（小佐々町）

が掲載されている。 

県道 40 号 

国道 204 号 



 

 ③地震 

 ・気象庁ＨＰによると、当会地区で震度3以上を記録したのは過去2回である。 

2005年3月20日福岡西方沖地震、吉井・世知原：震度4、小佐々：震度3 

2016年4月16日熊本地方地震、吉井・世知原・小佐々：震度3 

・佐世保市（佐世保特別地域気象観測所）においては、1947年の観測開始から2022年までに震

度１以上が観測された地震は119回である。最大震度は震度４で、これは2005年３月20日の

福岡県北西沖の地震（Ｍ7.0）によるものである。2016年４月の熊本県熊本地方の地震は、

最大震度は震度3であった。佐世保市を含む県北部は比較的地震活動が穏やかなところであ

る。本市近辺の活断層の活動で想定される地震被害に対し各種対策を推進する必要がある。 

   

 ④津波 

 ・東日本大震災（2011年3月）における当市への津波は0.3m前後であったが、南海トラフ地震

に連動して山口県・福岡県沖の断層がずれた場合、当市における最高津波水位4m、1m 以上

浸水面積は390ha と想定されており、当会地区では小佐々町が影響を受けると考えられる。

（長崎県） 

 

 ⑤台風 

 ・近年は台風が多発化・大型化するとともに、風雨の激しさが増す傾向にあり、暴風や倒木の

被害だけでなく、前述の洪水や土砂災害など合わせた複合的な災害となることが多い。 

 ・九州北部に接近した台風は増加傾向にあり、風水害への備えが重要である。（福岡管区気象

台統計） 

 

 ⑥感染症 

 ・感染症は社会生活において甚大な影響を及ぼすが、インフルエンザウィルスは数年に一度 

新型が出現しており、流行すると事業経営がストップする危険もある。特に、新型コロナウ

ィルス感染症は極めて高い感染力によって世界的なパンデミックが引き起こされており、日

本でも直接的な被害だけでなく感染予防のための活動自粛によって地域経済は極めて深刻

な打撃を受けている。 

 ・感染症リスクへの対応を企業あるいは地域だけで行うことは難しいが、流行している感染 

症の特性に合わせた感染予防・消毒などが大切である。 

 

 ⑦その他 

 ・当会地区はいずれのハザードマップにも掲載されていないが、防災マップ（吉井中学校区、

世知原中学校区、小佐々中学校区）によって避難先などが紹介されている。 

 ・佐世保市ではため池ハザードマップを公開しており、ため池が決壊した場合にどこまで浸水

するのか確認することができる。当会地区では吉井地区１０か所、世知原地区１０か所、小

佐々地区２か所に点在している。 

 

（３）商工業者の状況 

・商工業者等数  ４７３事業者（令和７年４月１日現在） 

・小規模事業者数 ３２１事業者 

 

 

 



 【内訳】 

業種 商工業者数 小規模事業者数 備考 

商

工

業

者 

建設業 93 72 各町の中心部に立地 

製造業 85 56 工業団地、小佐々町近くに立地 

卸・小売業 110 75 各町の中心部に立地 

サービス業 151 86 各町に広く分布 

その他 34 32  

(計) 473 321  

 

・現状では、小規模事業者の防災・減災に関する理解度や対策は十分ではなく、当会地区にお

いて、事業継続力強化計画の認定企業は、８社である。（令和７年３月末） 

・災害を想定した保険などの加入は十分ではなく、発災によって損害が発生した場合に事業継

続が困難と考えられる事業所が多い。 

 

（４）これまでの取り組み 

 ①当市の取り組み 

・地域防災計画の策定 

・防災訓練の実施 

・防災備品の備蓄 

 

 ②当会の取り組み 

  ア．事業所向け取り組み 

・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

・商工会災害システムの導入と運用 

  イ．本会運営の維持に関する取り組み 

・危機管理マニュアルの策定と年次更新 

・消防計画の作成・更新、防火管理者の設定、防災訓練の実施 

・情報データの自動バックアップ 

  ウ．対外的な取り組み 

   ・消防団活動の充実強化に向けた支援に関する細目協定（当市と当会の協定） 
 

Ⅱ 課題 

・事業者へ提供する情報が不足するとともに、対応を推進するノウハウを持った人員が当会に

は十分にいない。 

・災害に関連し、保険や共済の助言や指導を行える当会の職員が不足している。 

 

Ⅲ 目標 

・地区内小規模事業者に対して災害リスクを認識させ、事前対策の重要性を周知するとともに、

ＢＣＰ策定のための個別相談会を年1回以上開催し、小規模事業者のＢＣＰ策定率を毎年1％

（年4社）ずつ向上させていく。 

・発災後、速やかな復興支援策が実施できるよう、当会内における体制、関係機関との連携体

制を平時から構築する。 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県に報告する。 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 

    令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

  

 ①事前の対策 

  ア．小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ・商工会の会報、ホームページなどにおいて、リスク対策の必要性、国県市の支援策、先

進事例紹介などを行う。 

   ・巡回指導時に、防災マップや他県災害時の状況報告書などを用いながら、災害種類（洪

水、土砂災害、地震、津波、台風、感染症など）ごとの発生リスクと事業活動に及ぼす

影響の認識に向けた注意喚起と対策の必要性を説明する。 

 

 イ．損害保険等の加入推進および対策の普及啓発 

・小規模事業者に対する普及啓発個別相談会を開催し、事業継続に関する専門家から被災

事例、被災事例で役に立った対策、行政施策などを紹介する。 

・各種認定制度、補助金を活用した対策を事業者へ紹介し、その申請と実行を支援する。 

・損害保険等に関する専門家を招き、災害リスクを軽減し、経営危機を乗り切るための保

険の説明を行う。（個別相談会および個別指導） 

 

 ウ．事業者事業継続計画（BCP）の策定支援とフォローアップ 

・巡回指導等の際、小規模事業者のＢＣＰ取組状況の確認を行う。 

・巡回指導および窓口指導において小規模事業者のＢＣＰ策定を推進し、効果的な対策等

について指導や助言を行う。必要に応じて、中小企業診断士や災害対策に対する専門家

を派遣し、BCP策定や実施に関する助言を行う。 

・過去に策定した事業者の BCPについて、計画の実行支援や更新に関する支援を行い、対

策の精度と実行性を向上させる。 

・小規模事業者の経営戦略へ BCPを組み込むことを推進し、被災時の対応だけでなく、経

営戦略を精査することで会社の経営力向上を図る。 

 

エ．関係団体等との連携 

   ・事業継続力強化支援に関する協議会（構成員：当会、当市）を開催し、状況確認や改善

点等について協議する。 

   ・長崎県商工会連合会と当会の連携を図りつつ、指導助言を依頼する。 

   ・当市や長崎県との連携体制を構築する。 

   ・自然災害が発生したことを想定し、当市・長崎県商工会連合会との連絡ルートの確認等

を行い、訓練は必要に応じて実施する。 

  

  オ．商工会自身の事業継続計画（危機管理マニュアル）の策定と更新 

・当会は平成24年から事業計画に相当する危機管理マニュアルを策定し、毎年更新してい

る。 

   ・感染症対策など新しい項目を盛り込みつつ、計画の実効性を高めていく。 



 

 ②発災後の対策 

  ア．応急対策の実施可否の確認 

・発災後、ＳＮＳなどを用いて、1時間以内に職員、業務従事の可否、大まかな被害状況

等を把握する。また、3時間以内に役員の被災状況を確認し、情報共有を図る。 

・当会事務所に保管する商工業者の重要情報（例：事業者名簿、決算書、申告書、日計表、

融資申込書類、労働保険台帳、労働保険年度更新、共済台帳、指導カルテ、補助金等申

請書など）の保全に努める。重要情報はデータ化し、県連の共有フォルダに定期的に保

管する。 

・大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）を調査し、発災後24時間以内に当会と当市

で情報共有するとともに、長崎県商工会連合会へ報告する。 

・感染症の流行の場合は、当市が対策本部を設置、または、新型インフルエンザ等対策特

別措置法第３２条に基づく緊急事態宣言が発出された段階から、当会事務所における感

染対策を最優先に実施する。 

 

  イ．応急対策の方針決定 

・発災後1日以内に当会の商工会館（本所・世知原支所・小佐々支所）および内部設備な

どの確認を行い、当市と長崎県商工会連合会で情報共有する。 

・発災後1日以内に当地域内の事業所における大まかな被害状況を確認し、当会と当市で

情報共有するとともに、被害状況や被害規模に応じた応急対策を検討する。通行不能や

連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものとみなして対応を検討

する。 

＜被害規模の目安＞ 

被害規模区分 被害状況の程度 

大規模な被害が

ある 

・地区内10％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れ

る」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内1％程度の事業所で「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」

など、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において、連絡が取れない、もしくは、

交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内1％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」

等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内0.1％程度の事務所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半

壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

 

・災害の種類と規模によって臨機応変に対応するが、当会と当市の情報共有は概ね以下の

間隔とする。 

    ＜当会と当市の情報共有頻度の目安＞ 

     

 

 

 

 

 

期間 情報共有する間隔 

発災後～１週間 １日に２回連絡する。 

１週間～２週間 １日に１回連絡する。 

２週間～１ヶ月 ２日に１回連絡する。 

１ヶ月以降 １週間に２回連絡する。 



・感染症の流行の場合は、当市に設置される対策本部で取りまとめる対策等を踏まえ、事

業者が必要な情報の収集と把握に努める。 

 

 ③発災時における指示命令系統・連絡体制 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な提供や指示命令を円滑に

行うことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、当市の避難指示等に従いながら、当会の被災地域で活動可能な

内容を定める。 

・当会、当市は被害状況の確認方法や被害額（合計・建物・設備・備品など）の算定方法に

ついて、あらかじめ確認しておく。 

・当会が共有した情報は、長崎県商工会連合会へ報告する。 

・当市が共有した情報は、「長崎県における中小企業関係被害状況報告について（通知）」（令

和元年8月28日付け31産政第79号）に基づく方法等により、当市から長崎県（県北振興局

商工水産部商工観光課経由）へ報告する。 

・感染症の流行の場合、当市をはじめ、長崎県商工会連合会、長崎県、国などと対策の方針

等について、情報の共有化を図る。 
 
 

＜報告・連絡体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・相談窓口の開設方法については当市と相談するが、国県からの依頼がある場合は、特別相

談窓口などを設置する。 

  ・相談窓口の設置場所は、安全性が確認された場所とする。 

  ・地域内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。この場合においては、商工会災害対

応管理システムを活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 九州経済産業局等 

長崎県商工会連合会 

佐世保市北部商工会 

佐世保市 



 ＜被害状況報告の内容＞ 

項目 内容 

事業所名 被災事業所の名称 

所在地 被災事業所の所在地 

業種 製造業、建設業、卸・小売業、サービス業、その他 

被害状況 ① 人的被害(死亡、行方不明、重傷、軽傷)の状況 

② 建物(全壊、半壊、一部破損、床上浸水、床下浸水、焼

失等)の状況 

③ 製品、商品の状況 

④ 機械の状況 

⑤ 器具備品の状況 

⑥ 車両の状況 

被害額 金額 

 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や県、市等の施策）について、地区内小規模事業者等

へ配布周知する。 

・感染症の流行の場合は、郵送、電話、メール、FAXなどによって周知を行い、感染拡大防

止に努める。また、事業活動に影響が懸念される事業者を優先的に支援策や相談窓口の開

設等を行う。 

 

 ⑤地区内小規模事業者に対する復興支援 

・長崎県の方針に従い、当会地区における復旧・復興支援を検討し、被災小規模事業者に対

して支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合は、ほかの地域からの応援派

遣を長崎県商工会連合会等へ相談する。 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県に報告する。 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７月４月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導

員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

佐世保市北部商工会 

（法定経営指導員） 

長崎県商工会連合会 長崎県 

佐世保市経済

部商工労働課 

佐世保市 

防災危機管理局 

災
害
発
生
時
に
関
係
す
る 

他
市
町
・
商
工
団
体 

関係団体 

a b 

 

d 

 

c 

 

e 

 

e 

 

f 

 
g 

 
長崎県 県北振興局 

商工水産部商工観光課 

e 

 

・当会、当市は連携して応急支援策の検討・実施、事業者ＢＣＰ等作成のための関係団体と

の調整、個別相談会の開催手法の検討、発災時の指示命令系統の構築・確認等を行う。（a） 

・当市防災危機管理局とも連携し、事業継続力強化支援計画の作成に反映させるとともに、

防災関連情報の情報共有を随時行う。（b） 

・当会は、事業者 BCP等作成の伴走支援、個別相談会の実施、事業者のフォローアップを行

う。(c) 

・当市は当会とともにフォローアップ等を実施する。(d) 

・発災時は商工被害を確認し、長崎県に報告を行うとともに、県とも連携して復興支援に取

り組む。(e) 

・当会は、事業継続力強化支援計画に関する取組全体を連合会と共有する。(f) 

・発災地域が他市町・商工団体に及ぶ場合は、それぞれが被害実態の把握などで連携する。

(g) 



（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経

営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

佐世保市北部商工会   前田 晴嗣 （連絡先は、後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

・本計画の具体的な取り組みの企画や実行 

 ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 佐世保市北部商工会 

  〒859-6326 長崎県佐世保市吉井町立石 472-3 

  TEL： 0956-64-2139  /  FAX： 0956-64-2489 

  E-mail：sasehoku@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

②関係市町村 

 佐世保市役所 経済部 商工労働課 

  〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町 1-10 

  TEL： 0956-24-1111  /  FAX： 0956-25-9680 

  E-mail：syouko@city.sasebo.lg.jp 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県に報告する。 

 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ 

 

 

・協議会開催費 

・専門家派遣費 

・個別相談会開催費 

・パンフ、チラシ作成

費 

・通信費 

 

 

 ５０ 

５０ 

１００ 

１５０ 

１００ 

 

 

５０ 

５０ 

１００ 

１５０ 

１００ 

 

 

５０ 

５０ 

１００ 

１５０ 

１００ 

 

 

５０ 

５０ 

１００ 

１５０ 

１００ 

 

 

５０ 

５０ 

１００ 

１５０ 

１００ 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費等収入、長崎県補助金、佐世保市補助金、事業収入等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 



 

（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者

を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（該当なし） 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

（該当なし） 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

（該当なし） 

 

 

 

 

連携体制図等 

（該当なし） 

 

 


